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杉並区粗大ごみ受付システム開発、受付センター開設準備業務及び 

粗大ごみ受付業務委託事業者選定公募型プロポーザル実施要領 

  

１ 目的 

杉並区（以下「区」という）では、「粗大ごみ受付業務」を効率的に実施するため、粗

大ごみ受付専用システム（以下「システム」という）の開発、運用、保守及び粗大ごみ

受付センター（以下「受付センター」という）の一体的運営を民間事業者に委託し実施

することとする。 

  本要領は、受託事業者の選定にあたり、受付業務の安定的な運営が確保されるよう、

事業者の経営状況、他自治体での受託実績、提案内容などを総合的に評価し、最も適切

に業務を遂行することができる事業者をプロポーザル方式（公募型）により選定するこ

とを目的とする。 

   

２ 業務の概要 

（１）業務名 

  ① 粗大ごみ受付システム開発及び受付センター開設準備業務 

  ② 粗大ごみ受付業務 

（２）業務内容 

  ① システム開発及び受付センター開設準備業務 

  ② システム及び受付センターの運営 

  ※業務の詳細は、別紙１－１「委託業務内容説明書」のとおり。 

  なお、②の契約については、①の業務内容において区が実施するモニタリング（履行 

評価）により適正に履行できていることが確認できた場合に契約締結できるものとする。 

（３）履行期間 

  ① 契約締結の翌日から令和４年１２月３１日まで 

 ② 令和５年１月１日から令和５年３月３１日まで 

 ただし、②は区が実施するモニタリング（履行評価）の結果等により業務が適切に行

われていると区が判断する場合、契約期間を１年間単位で、最大４回まで更新できるも

のとする。 

（４）事業規模（上限額） 

  ① ４４，４５１，０００円（税込） 

  ② ２６，７９６，０００円（税込） 

 

３ 参加資格 

次の条件を全て満たしていること。 

（１）地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の 4 の規定に該当しないこと。 
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（２）杉並区競争入札参加有資格者指名停止に関する要綱（平成23年3月23日杉並第65476

号）に定める指名停止要件に該当しないこと。 

（３）杉並区契約における暴力団等排除措置要綱（平成 23 年１月 17 日杉並第 53890 号）

に定める除外措置要件に該当していないこと。 

（４）会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づく更生手続き開始の申立て又は民事再

生法（平成 11 年法律第 225 号）に基づく再生手続き開始の申立てがなされていないこ

と。 

（５）法人税、法人事業税及び地方法人特別税 、消費税及び地方消費税を完納しているこ

と。ただし、新型コロナウイルス感染症等の影響により納税の特例猶予を受けている

場合はその旨を証する書類（「納税の猶予許可通知書」又は「納税証明書（その１） 」

など ）を提出すること。 

（６）ISO27001( ISMS 認証）又は プライバシー マーク を取得していること。 

（７）特別区又は人口３０万人以上の自治体において、当該業務又は同様の業務の契約履行実績が

あること。 

（８）杉並区競争入札参加資格者名簿に登載されていること。  

（９）複数事業者による共同企業体については、参加にあたり以下の条件を満たすこと。 

  ① 共同企業体は、幹事業者を選定し、その幹事業者が構成員を代表して、本プロポ

ーザルに参加すること。 

  ② 共同企業体の構成員が単体事業者または他の共同企業体の構成員として、本プロ

ポーザルの他の提案に参加しないこと。 

  ③ 共同企業体は、構成員が本委託業務を連携して行う旨の協定書を取り交わすこと。 

  ④ 共同企業体の全ての構成員は、参加資格（１）から（６）を全て満たしているも

のとする。幹事業者については、さらに（７）と（８）も満たしていること。 

  ⑤ 共同企業体は、構成員数に１加えた部数の協定書を作成し、各事業者で保管する

とともに、写しを区へ提出すること。 

 

 

４ 実施手順 

 公募から受託者候補者選定までの実施手順（概要）は以下のとおり。 

内容 期間等 

実施要領の公表 令和４年４月２５日（月） 

企画提案書等提出期限 令和４年４月２５日（月）    から 

令和４年５月２０日（金）午後５時 まで 

第一次審査 

（書類審査） 

令和４年５月３１日（火）予定 

※第一次審査では、第二次審査の対象とする参加事業者を

選定し、参加者全員に結果を通知する。 
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第二次審査 

（プレゼンテーション・ヒア

リング審査） 

令和４年６月１３日（月）～６月１８日（土）のうち１日 

（予定） 

会場：別途通知する 

受託者候補者選定結果の通

知 

令和４年６月下旬 

※第二次審査参加者全員に結果を通知する。 

※６月下旬以降区公式ホームページ上でも公開する。 

５ 実施要領の内容についての質問の受付及び回答 

（１）受付方法 

   質問書（別紙３）に質問内容を記載のうえ、ＦＡＸまたは E-mail により提出してく

ださい。 

（２）受付先 

   下記「10 担当（問い合わせ先）」に同じ。 

（３）受付期限 

   令和４年５月６日（金）１７時まで 

（４）質問に対する回答は、令和４年５月１３日（金）までに杉並区公式ホームページ上

で公開する。 

https://www.city.suginami.tokyo.jp/nyusatsu/proposal/index.html 

 

６ 企画提案書等の提出 

（１）提出書類・提出部数 

   提出書類は、別紙２－１「提出書類一覧」を参照してください。 

（２）提出方法 

持参又は郵送（書留郵便に限る）により提出してください。持参する場合、事前に

必ず担当者まで連絡してください。 

（３）提出先 

   下記「１０ 担当（問い合わせ先）」に同じ。 

（４）提出期限 

   令和４年５月２０日（金）午後５時 必着 

   ※持参、郵送を問いませんが、未着、遅延等の場合は、原因の如何を問わず、未提

出として取り扱うものとする。 

 

７ 受託者候補者の選定手順 

  杉並区粗大ごみ受付システム開発、受付センター開設準備業務及び粗大ごみ受付業務

委託受託者候補者選定委員会（以下「委員会」という。）において、企画提案書等の提出

された書類及びヒアリングの内容を審査し、本業務において最も適していると認められ

る参加事業者を選定する。 



4 

  ただし、委員会で審査した結果、一定の点数に満たない参加事業者については、契約

の相手方の候補者とはしないものとする。 

 

 

（１）評価基準 

  ① 経営状況等に対する評価基準 

評価項目 内容 

経営状況 経営状況は良好か 

業務実績 類似業務の実績があるか 

 

② 企画提案に対する評価基準 

評価項目 内容 

業務の理解度及び取組姿勢 業務を適切に理解しているか 

業務に対する取組は適切か 

システムの開発と運営 利用者が使いやすいシステムか 

システムの安定的な稼動が維持できるか 

業務への将来的な拡張性はあるか 

委託業務内容説明書で要求する事項以外に、優れた追

加機能があるか 

受付センターの体制と運営 業務遂行体制、設備や組織の体制は適切か 

電話応答率を高めるための工夫がされているか 

教育研修 十分な教育研修となっているか 

危機管理 事故防止対策や事故発生時の体制及び対策は適切か 

感染症対策など BCP の確立はされているか 

費用対効果 見積価格は妥当であるか 

総合評価 企画提案内容が具体的で実効性があるか、また業務に

対する熱意や意欲が感じられるか 

質疑に対する回答が的確か 

 

（２）審査方法 

  ① 第一次審査（書類審査） 

     提出された企画提案書等に対し、委員会で第一次審査を実施する。なお、第二次

審査の対象となる参加事業者（第一次審査配点合計の６割以上を取得した事業者の

うち上位３事業者程度を想定）を選定し、その結果について通知する。 

  ② 第二次審査（プレゼンテーション・ヒアリング審査） 
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     委員会が二次審査を実施し、契約を締結する受託者候補者（第一次審査、第二次

審査の合計点の６割以上を取得した最上位の事業者）を選定する。 

（３）受託者候補者選定結果通知 

   令和４年６月下旬に通知する。 

※ 非選定の通知を受けた事業者は、非選定理由について説明を求めることができる。 

※ ６月下旬以降に、区公式ホームページ上で公開する。 

 

８ 応募事業者の失格 

   参加資格の確認を受けた応募事業者が、資格確認後に、次のいずれかに該当すると

きは失格とする。その場合、すでに提出されている企画提案書等は返却しない。 

（１）提出書類に虚偽の記載があった場合。 

（２）参加資格を満たさなくなった場合。 

（３）審査の公正性・公平性を害する行為があった場合。 

特に、応募事業者（応募予定者の関係者を含む）は、選定委員会等の設置から選

定の通知が来るまでの間、選定委員会委員及びこの募集に関係する区職員（以下「選

定委員等」という。）に対し、金銭・物品を贈与すること、接待すること等、目的が

自己を有利にする又は他者を不利にすることを目的とした接触を禁止する。接触の

事実が認められた場合は、失格となる。ただし、以下のような場合は含まれない。 

・実施要領に基づき区が実施する説明会・現地見学会等への参加 

・実施要領に基づく区への質問及び書類の提出等 

・現に区と契約等を締結している委託業務及び指定管理業務等の履行に必要な行為 

・自らが構成員の一員となる団体（区との契約の相手方である等の利害関係がない

ものに限る。）と区が行う事業推進に関する意見交換会等の出席（当該団体が応募

関係者である事業者等の利益のためにする行為を行う場合を除く。） 

・区が主催する審議会、意見交換会等への出席 

（４）企画提案書等の提出期限が守られなかった場合。 

（５）前各号に定めるもののほか、提案にあたり著しく信義に反する行為があったと認め

られる場合。 

 

９ その他留意事項 

（１）本件に参加する費用は、すべて参加事業者の負担とする。 

（２）提出書類は日本語を用いるものとし、やむを得ず外国語で掲載するものについては、

その日本語の訳文を付記または添付すること。また、通貨は日本円とすること。 

（３）書類提出後の企画提案書等の修正または変更は一切認めない。 

（４）提出された企画提案書等は返却しない。 

（５）企画提案書について情報公開請求があった場合、杉並区情報公開条例に基づき、提



6 

出書類等を公開する場合がある。 

（６）選定委員会で審査をした結果、一定の点数を満たす応募事業者がいなかった場合、

受託者候補者を選定しない。 

（７）契約締結に当たっては、区と受託者候補者とで、受託候補者からの提案内容の詳細

について確認を行ったうえ、仕様書を作成し、契約締結する。 

（８）受託者候補者が区と契約を締結する場合、業務の全部又は主要な業務を一括して第

三者に委託することを禁ずる。業務の一部を第三者に委託しようとするときは、あら

かじめ区の承諾を得ること。 

（９）参加事業者が本プロポーザルを途中で辞退する場合にあっては、速やかに、「10 担

当」に連絡し、辞退届（別紙６）を提出すること。 

（10）本プロポーザルにより選定された受託者候補者が、「８ 応募事業者の失格」に該当

することが判明した場合、又は契約締結交渉が不調となった場合若しくは辞退した場

合、次順位の参加事業者と契約締結交渉するものとする。 

 

10 担当（問い合わせ先） 

  杉並区環境部杉並清掃事務所管理係 

  所在地：杉並区成田東 5－15－20 

  連絡先：（電話）03-3392-7281 （FAX）03-3392-0940 

  E-mail：seiso-j@city.suginami.lg.jp 
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 別紙１－１  

 

委託業務内容説明書 

 

 

第１章 共通事項 

１ 個人情報保護 

受託者は、個人情報について、別紙１－２「個人情報に係る特記仕様書」に基づき、

厳格に取り扱うこと。 

 

２ 連絡体制 

  受託者は、委託業務に関する連絡網（緊急時の連絡を含む）を作成し、契約締結後、

速やかに区へ提出すること。 

 

第２章 粗大ごみ受付システム開発及び受付センター開設準備業務 

１ 業務計画書の作成 

  契約締結後、開発等に着手する前に、実施項目やスケジュールを記載した業務計画書

を作成し、区の承認を得ること。 

 

２ システム開発 

（１）システムの機能 

   開発するシステムは、以下の機能を有する。 

① 使用者権限の設定機能 

システム使用者のログインＩＤにより、システムの機能や閲覧内容の制限を可能

にする機能。 

② 粗大ごみ申込受付機能 

     情報資源（氏名、住所、電話番号、品目、排出場所、収集日、手数料減免に関す

る情報等）をデータベースに登録、修正及び削除し、申し込みを完結する機能。 

③ 地理情報機能 

  デジタル化された地図（地形）データと、統計データや位置の持つ属性情報など

の位置に関連したデータとを統合的に扱う機能（ＧＩＳ機能）。 

  ④ データ処理機能 

    他の機能と連携し、データベースに存在する情報資源の統計処理を行う機能。 

⑤ インターネット受付機能 



 

8 

     粗大ごみ申込受付をインターネットのウェブページ上で処理可能とする機能。 

⑥ 帳票作成機能 

     登録した情報資源を活用し、個票、一覧表、通知文、その他区が別途指示する形

式の帳票を作成する機能。 

（２）システム使用者の範囲 

   開発するシステム使用者の範囲は、以下のとおりとする。ただし、利用できるシス

テム機能や閲覧情報の範囲については、使用者により異なるものとする。 

  ① 区職員 

  ② 受付センター業務従事者 

  ③ 区が粗大ごみ収集・運搬業務を委託する事業者（以下「収集業者」という） 

（３）セキュリティ 

①システムに用いるサーバは、ウィルス対策ソフトのパターンファイルの更新のほか、

セキュリティのパッチ適用を行い、最低月１回はセキュリティパッチの適用の影響の

有無について確認すること。また、緊急性が高いものについては、確認後即時に適用

すること。 

また、区が使用している既存システムから、過去に受け付けた情報資源を移行し、

運用を可能にする構造とする。 

  ②インターネット受付サーバは、外部からの不正な攻撃から保護すること。また、デ

ータベースサーバは内部ネットワークに構築し、外部から直接のアクセスが出来ない

様にすること。ネットワークはセキュリティに十分に配慮した設計とすること 。 

（４）ウェブページ 

   粗大ごみのインターネット受付に必要なウェブページを作成する。なお、作成にあ

たっては、以下の点に留意すること。 

① 入力手順や料金の分類が利用者に理解しやすいデザインとする。 

② 特に注意が必要な項目については、ポップアップ画面を表示するなどし、誤入力

や読み落としが少なくなるよう工夫する。 

③ メール受信及び返信、収集日の決定、申込内容の修正・取り消し等の作業を、人

員を介さず自動で実施する機能を有すること。 

④ 杉並区公式ホームページからアクセス可能とする。 

⑤ 多言語へ対応できるようにすること。 

なお、対応言語は、英語、中国語、韓国・朝鮮語とする。 

（５）データ移行 

   区が所有する既存システムのデータ移行は、システム開発及び過去の受付データの

運用を目的として実施する。なお、実施時期、回数及び方法については、区、区が既

存システムの運用を委託する事業者及び受託者の３者で協議し、決定する。 

（６）運用テスト 

   開発段階で問題点や課題等を抽出することを目的としたシステムのテスト稼働を実
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施し、その結果を区へ報告する。 

（７）操作マニュアルの作成 

   システム使用者に向けた操作マニュアルを作成する。 

（８）操作説明会の実施 

   区職員及び収集業者に対し、システムの操作説明会を実施する。なお、実施時期及

び回数については、区と受託者が別途協議し、決定する。 

   また、受付センター業務従事者に対しては、受付センター設置に向けた従事者研修

と合わせて十分な操作説明を行うこと。 

 

３ 受付センターの設置及び開設準備 

  受付センターの施設及び人員を確保し、運営開始にあたっての準備作業を行う。 

（１）設備、ネットワーク環境 

   サービス品質確保のため、受付センターの設備は以下の要件を満たすこと。 

① オペレーションルームは、オペレーター席や機器の増設が可能な設備であること。 

② 電話、ＦＡＸ、インターネット受付及びシステムの運用に必要な機器を設置する。 

③ 別表に示す区の過去の実績から想定される着信数に対して、④の応答率を満たす

ことが可能な回線数を有すること。 

④ 応答率(着信数に対する応答数の割合)は、1か月ごとに８０％以上を目標とする。 

⑤ 電話に即時応答できず区民等を待たせてしまう場合及び受付時間外の問い合わせ

に対しては、自動音声アナウンス等で案内する機能を有すること。 

⑥ 通話の録音機能があること。 

⑦ ＦＡＸ及びインターネットの申し込みについては、障害時等やむを得ない場合を

除き、原則２４時間受付可能とすること。 

⑧ 時間帯別の入電数、応答件数を記録する仕組みを備えること。 

⑨ 多言語へ対応できるようにすること。 

なお、対応言語は、英語、中国語、韓国・朝鮮語、ポルトガル語、スペイン語、タ

イ語、ベトナム語とする。 

⑩ ３者通話又は外線転送が可能なこと 

  ⑪ 受付用電話番号は、既存の番号を引き継いで受付をすることとし、番号の継承に

伴う手続きも併せて行うこと。 

  ⑫ 受付用ＦＡＸ番号は、新規のＦＡＸ番号を取得し、受付を行うこと。 

  ⑬ 震度７程度の耐震構造を備え、防火設備のある建築であること。 

⑭ 安定的な事業継続に必要な電源障害対策が施されている建物であること。 

⑮  停電等が発生した際も、安定的に事業が継続できるための仕組みを備えること。 

⑯  水没等に対しての対策を講じること。 

⑰  電気設備、セキュリティ設備、空調、防火・防水設備、避雷・静電気対策設備等 

が適切に運用・管理されること。 
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⑱  サーバルームには関係者以外の入室を禁止するための認証設備を備えること。 

 

（２）人員の確保 

   サービスレベルを満たすことが可能な人員を確保すること。なお、人員の内訳には、

以下の役割を担う者を必ず含めるものとし、常時配置できる体制とする。 

  ① 業務責任者（受付センターの管理業務及び区との連絡調整を行う者） 

  ② オペレーター（粗大ごみの申込及び各種問い合わせに回答する者） 

  ③ スーパーバイザー（オペレーターの指導、監督及び応対補佐を行う者） 

  ④ システム管理担当者（システム操作及び障害時の問い合わせに対応する者） 

（３）教育研修 

   受付センターを円滑に運営するため、研修計画を作成し、十分な教育を実施するこ

と。なお、以下の項目は必ず実施すること。 

  ① 年間研修計画及び報告書の作成 

  ② 採用時研修 

  ③ 業務マニュアルの作成 

  ④ ＦＡＱの作成 

 

４ システム機器の選定及び設置 

（１）システム機器のうち、区施設及び収集業者の管理する施設に設置する機器について

は、区が別途賃貸借契約により調達するため、システムに必要な機器を選定し、一覧

を区に提出すること。 

（２）システム機器の設置 

受託者が選定し、区が調達したシステム機器のセットアップ及び設置を行う。なお、

その他のシステム機器については、受託者が調達し設置するものとし、その経費は粗

大ごみ受付業務委託経費に含むものとする。 

（３）機器の内訳 

  ① サーバ 

  ② パソコン（クライアント） 

  ③ プリンター 

  ④ その他の通信に必要な周辺機器 

（４）設置場所 

  ① 受付センター 

  ② 区施設 

  ③ 収集業者の管理する施設 

   ※ただし、サーバは受付センターまたは受託者が管理する施設に設置することとし、

以下の条件をすべて満たすこと。 

  ア  震度７程度の耐震構造を備え、防火設備のある建築であること。 
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イ  安定的な事業継続に必要な電源障害対策が施されている建物であること。 

ウ  停電等が発生した際も、安定的に事業が継続できるための仕組みを用意すること。 

エ  水没等に対しての対策を講じること。 

オ  電気設備、セキュリティ設備、空調、防火・防水設備、避雷・静電気対策設備等 

が適切に運用・管理されること。 

カ  サーバルームには関係者以外の入室を禁止するための認証設備を備えること。 

   

（６）機種 

   システムの安定的な稼働を確保するため、機種は受託者が指定する。 

（７）台数 

   サービスレベルを満たすことが可能な台数を設置すること。ただし、区施設及び収

集業者施設に設置する機器については、受託者が指定した機器を区が別途調達する。 

（８）セットアップ作業 

   受託者は、各機器を使用可能な状態にするセットアップ作業を行う。なお、区が別

に調達した機器についても同様にセットアップ作業を行うこと。 

 

 

第３章 粗大ごみ受付業務 

１ システムの運営管理 

  システムの運営管理については、区が別途調達した機器も含め、以下のとおりとする。 

（１）保守業務 

   システムの安定的な運営を維持するため、定期的な点検作業を行う。また、システ

ム障害及び機器の故障等が発生した場合には、直ちに作業員を派遣し、復旧作業を行

う。なお、復旧に時間がかかる場合は、受付業務に支障をきたさないよう対応策を講

じること。 

（２）更新作業 

   システムに登録する収集品目や手数料等の内容が常に最新の状態を維持できるよう、

定期的に登録情報の更新を行う。 

（３）ユーザサポート 

   区職員及び収集業者からのシステム操作に関する問い合わせに対応するサポートデ

スクを設置すること。 

（４）操作マニュアルの更新 

   システムのバージョンアップ等に伴う操作方法の変更があった場合には、区へ連絡

するとともに、操作マニュアルの更新を行うこと。 

（５）操作説明会 

   操作マニュアルの更新やシステム使用者の大幅な変更等があった場合には、区から
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の要望により、操作説明会を開催すること。 

 

２ 受付センターの運営 

（１）受付業務開始時期 

   令和５年１月１日（センターの稼働は１月４日から） 

（２）受付時間 

  ① 電話 

   年末年始（12 月 30 日から 1 月 3 日）を除く、毎日午前８時から午後７時まで 

  ② ファクス、インターネット 

    年末年始（12 月 30 日から 1 月 3 日）を除く、毎日２４時間受付を行う。ただし、

設備のメンテナンス等で一時的に受付ができなくなる場合は、この限りではない。 

（３）取り扱い業務 

   受付センターにおいて、以下の業務を取り扱う。 

  ① 粗大ごみの新規受付、変更及び取り消し手続き 

  ② 手数料減額免除の手続き（受付及び申請書の送付） 

  ③ 粗大ごみ申込に付帯するその他の事務処理 

  ④ 区職員との連絡調整 

（４）業務報告会 

   区と受託者間で情報を共有し、課題の検証、解決を図るため、業務報告会を四半期

に一度開催する。また、必要に応じて随時開催する。 

（５）教育研修 

  ①研修 

業務従事者に対する研修は、採用時及び業務手続きの大幅な変更時には必ず開催し、

その他にも定例の更新研修を年１回以上開催すること。 

  ②業務マニュアル及びＦＡＱの整備・更新 

   業務マニュアル及びＦＡＱは随時更新し、（４）の業務報告会で内容を提示すること。 

 

３ 危機管理 

（１）情報セキュリティ対策 

   システム及び受付センターのセキュリティを高めるため、別紙１－２「個人情報保

護に係る外部委託契約仕様書」に基づき、対策を講じる。なお、以下の対策について

は必ず実施すること。 

  ① ウィルス対策ソフトの完備 

  ② オペレーションルームの入退室管理 

（２）業務継続計画 

   指定感染症の発症時や地震等の災害、事故発生時の対応方法を記載した業務継続計

画書を作成し、契約締結後、速やかに区へ提出する。なお、業務継続計画書には、以
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下の内容を必ず記載すること。 

① 発症時、災害、停電、システム障害、その他の事故等、事象毎の発生時対応手順 

  ② 災害訓練及び業務継続訓練の実施計画 

  ③ 発症時、災害時等、事象発生時の人員確保策 

（３）事故報告 

   発症時、事故発生時は、連絡網により速やかに区へ報告するとともに、事故報告書

を作成し、遅滞なく区へ届け出ること。 

 

４ 業務履行の質の確保及び履行状況の評価 

  区は、別紙１－３「履行評価基準」に基づき、受託者の履行状況を評価する。その結

果、区から改善点を指示された場合、速やかに改善に取り組むこと。 



別紙１－１　別表

粗大ごみ受付センター電話着信数

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 合計 平均

30年度 17,124 17,412 14,625 15,679 14,648 14,228 18,570 17,198 17,071 15,182 13,451 15,934 191,122 15,927

31年度 16,594 19,765 15,662 16,261 16,308 18,591 17,353 17,511 16,293 13,695 12,904 15,272 196,209 16,351

２年度 20,576 26,114 19,876 18,408 18,753 17,528 21,164 21,443 21,735 22,604 19,571 15,578 243,350 20,279

３年度 15,048 16,425 14,951 15,343 14,937 17,218 16,925 17,341 11,942 12,004 11,314 13,208 176,656 14,721

着信数

着信数

着信数

着信数
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個人情報に係る特記仕様書 

 

 

１ 個人情報の適切な管理 

受託者は、個人情報を取り扱う業務を履行するときは、個人情報の漏えい、紛失、破壊又は

改ざん等の事故防止その他の個人情報を適切に管理するため、以下の措置を講じなければなら

ない。 

（１） 情報管理責任者の選任等、情報の管理体制を整備すること。 

（２） 情報管理台帳を作成すること。 

（３） 情報を記録した紙及び電磁的記録媒体（USBメモリ、CD、DVD等（PC等のハードディスク

を含む））は、盗難対策（施錠管理）その他情報漏えい等の事件・事故を防止するため

のセキュリティ対策を講じること。 

（４） 情報を記録した情報システムは、不正アクセス対策、不正プログラム対策、データ損失

対策その他情報漏えい等の事件・事故を防止するセキュリティ対策を講じること。 

コンピュータを使用する場合には、パスワード使用等のセキュリティ対策を講じること。 

（５） 個人情報を保管している事業所から個人情報を持ち出す場合には、盗難・紛失防止に努

めること。また、個人情報を持ち出す場合には、事前に甲の承認を得ること。 

（６）従事者に対して個人情報保護に関する教育及び指導を行うこと。 

（７）受託者は、本特記仕様の遵守状況について区が求めるときには、報告を行うこと。 

（８）契約締結後１０日以内に下記を定め、提出すること。   

① 情報管理体制表 

    情報管理責任者及び従事者の役職名・氏名及び情報管理体制における役割を明記す

ること。  

 ② 研修計画 

個人情報に関する必要な研修の計画について具体的に記載すること。 

（９）研修を実施したときは、研修実施後速やかにその旨を書面により区に届け出ること。 

 

２ 秘密の保持 

受託者若しくは受託者であった者又は受託業務に従事している者若しくは従事していた者は、

その業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用し

てはならない。 

 

３ 再委託の禁止 

受託者は、個人情報を取り扱う業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせては

ならない。ただし、事前に文書により区の承認を受けた場合は、その一部に限り再委託をする

ことができる。 

 

４ 目的外の使用の禁止 

受託者は、受託業務を履行するために区から引き渡された個人情報及び受託業務履行のため

に自らが収集した個人情報をその目的の範囲内において使用しなければならない。 

 

５ 第三者への提供の禁止 

受託者は、受託業務を履行するために区から引き渡された個人情報及び受託業務履行のため

に自らが収集した個人情報を第三者に提供してはならない。ただし、区が個人情報の第三者へ

の提供を前提として委託する業務で、本人同意がある場合、個人情報を第三者に提供すること

ができる。 
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６ 複写及び複製の禁止 

受託者は、個人情報の複写・複製を区から委託された場合及び区から文書による複写・複製

の承認があった場合を除き、個人情報の複写及び複製を行ってはならない。受託した業務のた

めの複写・複製であっても情報管理責任者の管理の下で複写・複製しなければならない。 

また、情報管理責任者は、その返還又は廃棄を確認しなければならない。 

 

７ 個人情報の返還・廃棄 

受託者は、受託した業務で収集・使用した個人情報は、速やかに区に返還しなければならな

い。ただし、区から個人情報の廃棄の指示があった場合は、速やかに廃棄しなければならない。 

 

８ 個人情報の取扱いに関する立入調査 

区は、個人情報を保護するために必要があると認めるときは、受託者が業務を行う事務所、

作業所等に立入り、個人情報の管理状況等について調査することができる。この場合において、

受託者が個人情報保護法に基づく規定を定めているときは、その規定を尊重し、立入調査を実

施する。 

 

９ 事故発生時の報告 

受託者は、受託した業務で使用している個人情報の紛失等の事故が発生した場合は、速やか

に区に報告するとともに、自己の情報管理体制を活用し、最善の方策を講じなければならない。 

 

10 法令及び杉並区の条例遵守 

受託者は、杉並区個人情報保護条例を遵守するとともに、個人情報保護法等の関係法令を遵

守し、個人情報を取り扱う業務を適正に履行しなければならない。 
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 別紙１－３  
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別紙２－１ 

提出書類一覧 

 

№ 提出書類 様式等 
提出部

数 

提出欄 

（提出し

たものに

「○」） 

区確認

欄 

１ 提出書類一覧 別紙２－１ 正 1   

２ 
事業者概要 

（履歴事項全部証明書、関連会社一覧 等） 

法務局で発行 

（発行後 3カ月

以内） 

正 1   

３ 

直近 3期分の財務諸表等 

【民間会社の場合】 

貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動

計算書、キャッシュフロー計算書 

【ＮＰＯ法人等の場合】 

資金収支計算書、事業活動計算書、貸借対

照表、財産目録 

写し 正１   

４ 

直近 3年度（決算年度）の納税証明書 

①法人事業税の納税証明書 

②納税証明書その１（法人税） 

③納税証明書その１（消費税及び地方消費

税） 

※杉並区入札参加資格者名簿に登載されて

いる場合は、提出不要。 

写し 

① 都道府県税

事務所 

② ③税務署で

発行（発行後

3カ月以内） 

正 1   

５ 
共同事業体の結成を証する書類（協定書） 

※共同事業体で参加する場合に提出 
写し 正 1   

６ 企画提案書（表紙） 別紙４ 正 1副 7   

７ 企画提案内容 別紙５ 正 1副 7   

８ 

セキュリティ認証書類 

（ISO27001( ISMS 認証）又は プライバ

シー マーク の取得を確認できるもの) 

写し 正 1副 7   

９ 

見積書（積算内訳書含む） 

※①粗大ごみ受付システム開発及び受付セ

ンター開設準備業務 

②粗大ごみ受付業務 

に分けて２枚作成し、それぞれ積算内訳を

記載してください。 

任意様式 正 1副 7   

 

 



別紙２－１ 

注意事項 

① 副本については、参加者が特定できるような名称、ロゴマーク等は使用しないでください。又はそうい

った部分をマスキングしてください。 

② 見積書の宛先は「杉並区環境部長」としてください。 

③ 提出書類は、別紙２－２提出書類作成要領に従い、作成・提出してください。 

④ 共同事業体で本プロポーザルに参加する場合、幹事業者は他の構成員分の提出書類 

（No.２、３、４、８）を取りまとめ、併せて提出してください。 



 

別紙２－２ 

提出書類作成要領  

１．提出書類作成方法 

（１）企画提案書等の様式（Word 版）が必要な場合は、E-mail により担当課まで連絡してくだ

さい。 

（２）副本の提出書類には団体名の記載はせず、添付書類等においても団体名が記載されている

部分をマスキングして提出してください。 

（３）文字数は問いませんので、記入欄の拡大、ページ数が増えても構いません。 

（４）印刷は片面、両面どちらでも構いません。また、別に作成した書類（表や図含む）を添付し

ても構いません。 

（５）別紙３、別紙６は必要な場合に下表記述内容等に従い、作成して提出してください。 

書類 記述内容等 

（別紙３）実施要

領に関する質問書 

実施要領に関して質問がある場合は、実施要領のページ・項目を具

体的に指定して質問を記入し電子メールで提出してください。 

（別紙６）辞退届 
応募を取り下げ、選定を辞退する場合に、辞退理由を具体的に記入

して提出してください。 

 

２．提出書類の書式 

（１）提出書類の大きさはＡ４版縦、横書き、左綴じとします。 

（２）添付書類は、見易さ等に配慮してＡ４版横又はＡ３版（綴じる際はＡ４版の大きさに折り

込んでください。）とします。印刷は片面、両面を問いません。 

 

３．提出書類の提出方法 

（１）別紙２－１「提出書類一覧」の№１～No.５については、綴じないで提出してください。 

（２）別紙２－１「提出書類一覧」の№６～No.９については、それぞれＡ４縦版ファイルに別紙

２－１記載の項番（№）の順に綴じてください。なお、別に作成した書類（表や図含む）を

添付する場合は、関連書類の後ろに綴じて提出してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）インデックスラベルを付ける又は仕切りカードを用いるなど、それぞれの提出書類が検索

できるようにしてください。 

（４）ファイルの表紙及び背表紙に「粗大ごみ受付業務」と記し、正本には、応募事業者名を記

載し、副本には、応募事業者名は記載しないでください。 
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質 問 書 

 

令和  年  月  日 

杉並区環境部長 宛 

 

                  所 在 地 

                  名 称 

                  代 表 者 名  

                  担当者氏名 

                  所属・役職 

                  電 話 番 号 

                  ＦＡＸ番号 

                  Ｅ－ mai l 

 

杉並区粗大ごみ受付システム開発、受付センター開設準備業務及び粗大ごみ受付業務委託事業

者選定公募型プロポーザルのプロポーザルについて、以下の項目を質問します。 

質問項目 質問内容 

  

  

  

  

※ 質問書は、令和４年５月６日１７時までに、ＦＡＸまたはＥ－mail のいずれかで提出して

ください。 

 

                事務局：杉並区環境部杉並清掃事務所管理係 

                    所在地：東京都杉並区成田東５－１５－２０ 

                    電 話：０３－３３９２－７２８１ 

                    ＦＡＸ：０３－３３９２－０９４０ 

                    E-mail：seiso-j@city.suginami.lg.jp 



 

別紙４  

 

企 画 提 案 書 

 

令和  年  月  日 

杉並区環境部長 宛 

  

 杉並区が令和４年４月２５日に公募した杉並区粗大ごみ受付システム開発、受付センター開

設準備業務及び粗大ごみ受付業務委託事業者選定公募型プロポーザルに参加しますので、企画

提案書及び下記添付書類を提出します。 

 なお、受託者候補者に選定された場合は、粗大ごみ受付システム開発及び受付センター開設

準備業務、粗大ごみ受付業務に係る契約の締結に向けて、信義に従って誠実に業務内容の詳細

の協議を行うことを誓約します。 

 

 

                  所 在 地 

  

                  名 称 

 

                  代 表 者 名                 

                   

 

記 

 

１ 本件業務の担当者及び連絡先 

担当者氏名： 

所属・役職： 

   電 話 番 号： 

   ＦＡＸ番号： 

   Ｅ－ mai l： 

 

２ 添付書類及び提出部数 

  別紙２－１「提出書類一覧」のとおり 

 

  



 

 

企画提案内容 

 

１．応募の動機 

 

２. 業務実施にあたっての基本的な考え方等 

※ 提案者が業務を受託した場合、どのような効果・成果を期待できるかを含めて記入してくだ

さい 

 

３．システム 

3-1システム概要 

サーバ・周辺機器・クライアントＰＣ等の接続関係が概観できる相関イメージ図を記載し、

システムの構成に関する特徴を説明してください。 

なお、区施設及び収集委託事業者に設置する機器については、区が別途賃貸借契約により

調達するため、機器の構成及び賃借料の一覧を参考として表記してください。 

 

3-2システムの機能 

委託業務内容説明書「第２章 ２ （１） ①～④、⑥」の機能について記載してください。 

 

別紙５ 



 

3-3インターネット受付   

 インターネット受付システム及びウェブページの特徴（見やすさ、使いやすさ）や受付手

順について画面の見本を記載し、説明してください。 

 

3-4データ移行   

 データ移行の手法と手順について記載してください。 

 

3-5保守、点検、更新作業   

 システムの保守計画（点検、更新作業の実施項目、実施時期及び回数）について記載して

ください。 

 

3-6障害時対応及びサポートデスク   

 委託業務内容説明書「第３章 １ （１）及び（３）」の障害時対応及びサポートデスクの対

応可能な日時、内容について記載してください。 

 



 

3-7 将来的な拡張性 

業務の将来的な拡張性（拡張機能等）について、記載してください。 

 

４．受付センター 

4-1設置場所   

 受付センター設置予定地の住所、アクセス方法、案内図を記載してください。 

 

4-2設備   

 オペレータールームの電話回線数、クライアントＰＣ及びオペレーター席数を記載し、委

託業務内容説明書「第２章 ３ （１） ⑤～⑱」の設備について説明してください。 

 

4-3人員   



 

 4-3-1体制   

  人員の役職と主な業務内容を記載してください。 

 4-3-2採用基準   

  粗大ごみ受付業務に精通した人員を採用する場合の役職とその基準について記載して

ください。 

 4-3-3配置計画   

  区の要求する応答率の水準を満たすための、人員配置の方針や具体的な手法について記

載してください。 

 

4-4業務手順   

 1日のセンター業務の流れ（始業から終業まで）について記載してください。また、業務

の引継ぎ方法についても、合わせて説明してください。 

 

4-5研修   

 スタッフ育成のための研修計画について、役職ごとに実施する研修の種類と時期を記載し

てください。 



 

 

4-6ＦＡＱ   

 ＦＡＱの作成、使用方法及び更新手順等について記載してください。 

 

4-7問い合わせ対応   

 粗大ごみの申し込み以外の問い合わせや苦情、要望等があった場合の対応方針について記

載してください。 

 

５．危機管理 

5-1情報セキュリティ 

5-1-1システムセキュリティ対策   

 ウィルス対策ソフトやアクセスログの記録等、システムに施すセキュリティ対策について

記載してください。 

 5-1-2施設のセキュリティ対策   

  オペレーションルームの入退室管理等受付センター内における情報漏えい防止策につ

いて記載してください。 



 

 

5-2業務継続計画   

 地震等の災害時、停電時、システム障害発生時、感染症対策（日常の感染防止対策及びク

ラスター等発生時の対応）の対応手順について記載してください。また、業務継続訓練（震

災訓練等）の実施方法について記載してください。 

 

６．業務実績 

 特別区又は人口３０万人以上の自治体における当該業務又は同様の業務の実績（相手方、

件名、期間、内容、契約金額を記載してください。） 

 



 

７．委託業務内容説明書で要求する事項以外の優れた追加機能 

 委託業務内容説明書で要求する事項以外に、優れた追加機能がある場合、その内容につい

て記載してください。 

 

 

 

  



 

 

令和４年  月  日 

 

杉並区環境部長 宛 

 

 

所在地 

申請者  名 称 

代表者          

 

 

 

辞 退 届 

 

 

下記の理由により、令和４年  月  日付で行った杉並区粗大ごみ受付シス

テム開発、受付センター開設準備業務及び粗大ごみ受付業務委託事業者選定公募

型プロポーザル実施要領に基づく受託者候補者の応募を取り下げ、選定を辞退い

たします。 

 

 

 辞退の理由 
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